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管
理
条
例
の
制
定　
山
口
県
で
は
、令
和
五
年
（
二
〇
二
三
）

三
月
十
四
日
に
「
山
口
県
公
文
書
等
管
理
条
例
」（
以
下
「
管

理
条
例
」）
を
制
定
し
、
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。こ
れ
に
よ
り
山
口
県
文
書
館
の
業
務
は
、

県
の
公
文
書
管
理
の
一
環
、
そ
の
最
終
地
点
に
明
確
に
位
置

付
け
ら
れ
ま
し
た
。従
来
当
館
で「
行
政
文
書
」と
し
て
管
理
・

利
用
し
て
き
た
も
の
を
含
め
、
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公

文
書
が
「
特
定
歴
史
公
文
書
」
と
し
て
、
新
た
な
ル
ー
ル
の

下
、
当
館
で
管
理
・
利
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
昭
和

三
十
四
年
（
一
九
五
九
）
四
月
、
日
本
で
最
初
の
文
書
館
と

し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
当
館
に
と
り
、
開
館
六
五
年
目
で
の
非

常
に
大
き
な
変
化
で
す
。

管
理
条
例
の
必
要
性　
条
例
制
定
へ
の
取
り
組
み
は
、
県
の

文
書
事
務
を
主
管
す
る
総
務
部
学
事
文
書
課
の
リ
ー
ド
で
開

始
さ
れ
ま
し
た
。
同
課
作
成
の
「
公
文
書
管
理
の
条
例
化
に

つ
い
て
」（
三
年
十
月
、
第
一
回
山
口
県
公
文
書
管
理
条
例

検
討
会
資
料
）
で
は
、
条
例
制
定
の
必
要
性
と
し
て
、
①
現

状
で
は
県
の
公
文
書
管
理
制
度
に
統
一
的
規
範
が
な
く
、
各

実
施
機
関
が
「
公
文
書
取
扱
規
程
」
に
よ
り
運
用
し
、
そ
の

見
直
し
も
行
わ
れ
て
い
な
い
状
況
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
国
や

他
県
の
動
向
も
踏
ま
え
、
公
文
書
の
適
正
管
理
や
電
子
化
に

対
応
す
る
た
め
必
要
な
公
文
書
管
理
体
制
の
整
備
が
必
要
な

状
況
に
あ
る
こ
と
、
②
県
に
お
い
て
行
政
手
続
き
の
オ
ン
ラ

イ
ン
化
が
進
む
中
、
こ
れ
を
契
機
と
し
て
、
電
子
公
文
書
の

　

条
例
案
は
令
和
五
年
の
二
月
議
会
に
上
程
さ
れ
、
三
月

十
四
日
に
公
布
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
と
も
な
い
、
管
理
条

例
検
討
委
員
会
は
五
年
度
か
ら
山
口
県
公
文
書
管
理
委
員
会

に
移
行
し
、
条
例
施
行
規
則
や
公
文
書
管
理
指
針
、
管
理
条

例
に
基
づ
く
利
用
請
求
に
対
す
る
処
分
に
係
る
審
査
基
準
な

ど
を
検
討
い
た
だ
き
ま
し
た
。

管
理
条
例
の
目
的　
管
理
条
例
は
お
お
む
ね
国
が
定
め
た
公

文
書
の
管
理
に
関
す
る
法
律
（
公
文
書
管
理
法
）
に
準
じ
た

構
造
で
す
。
条
例
の
目
的
は
第
一
条
に
定
め
て
い
ま
す
。
こ

こ
で
は
公
文
書
等
（
公
文
書
＋
特
定
歴
史
公
文
書
）
は
、
①

健
全
な
民
主
主
義
の
根
幹
を
支
え
る
県
民
共
有
の
知
的
資

源
、
②
県
民
が
主
体
的
に
利
用
し
得
る
も
の
と
位
置
づ
け
ら

れ
、
条
例
の
目
的
は
、
特
に
文
書
館
業
務
に
関
わ
る
点
で
い

え
ば
、
①
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
文
書
等
の
適
切
な
保
存

及
び
利
用
等
を
図
る
こ
と
、
②
県
の
有
す
る
そ
の
諸
活
動
を

現
在
及
び
将
来
の
県
民
に
説
明
す
る
責
務
が
全
う
さ
れ
る
よ

う
に
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

従
来
、
文
書
館
が
公
文
書
館
機
能
を
実
質
的
に
果
た
し
て

い
ま
し
た
が
、
活
動
の
主
な
根
拠
は
、
文
書
館
条
例
が
文
書

館
業
務
を
「
山
口
県
の
公
文
書
及
び
記
録
並
び
に
県
内
の
歴

史
に
関
す
る
文
書
及
び
記
録
（
以
下
「
文
書
」
と
い
う
。）
を

収
集
し
、
及
び
管
理
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
活
用
を
図

り
、
も
っ
て
文
化
の
発
展
に
寄
与
す
る
た
め
、
文
書
館
を
設

置
す
る
」
と
し
て
い
る
点
で
し
た
。
こ
れ
と
比
べ
る
と
、
管

理
条
例
に
よ
り
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
を
管
理
・

利
用
す
る
こ
と
の
意
義
が
い
っ
そ
う
明
確
化
さ
れ
、
重
要
視

さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
大
き
な
前
進
で
す
。

特
定
歴
史
公
文
書
と
は　
条
例
で
は
、「
歴
史
資
料
と
し
て

重
要
な
公
文
書
と
し
て
規
則
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も

の
」
で
、
知
事
に
移
管
さ
れ
た
も
の
を
「
特
定
歴
史
公
文

書
」
と
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
文
書
館
で
管
理
・
利
用
し

取
扱
い
を
含
め
、
全
庁
的
に
文
書
の
作
成
か
ら
整
理
、
保
存
、

移
管
・
廃
棄
ま
で
の
統
一
的
な
ル
ー
ル
の
規
定
な
ど
公
文
書

管
理
の
条
例
化
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
、
と
し
て
い
ま
す
。

　

条
例
化
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
は
、
①
全
庁
の
統
一
的
な
公

文
書
管
理
ル
ー
ル
を
規
定
、
②
「
特
定
歴
史
公
文
書
」
の
規

定
及
び
文
書
館
へ
の
移
管
制
度
の
確
立
、
③
公
文
書
管
理
委

員
会
の
設
置
、
④
重
層
的
な
制
度
整
備
に
よ
る
精
緻
な
公
文

書
管
理
体
制
の
確
保
を
あ
げ
て
い
ま
す
。

管
理
条
例
の
制
定
過
程　
制
定
に
向
け
て
の
検
討
は
令
和
三

年
度
か
ら
本
格
的
に
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
外
部
有
識
者
五

名
か
ら
な
る
山
口
県
公
文
書
管
理
条
例
検
討
会
を
設
置
し

（
会
長
髙
橋
滋
法
政
大
学
法
学
部
教
授
）、
三
年
度
二
回
、
四

年
度
四
回
の
会
議
を
行
い
、
条
例
に
盛
り
込
む
べ
き
項
目
及

び
内
容
を
議
論
い
た
だ
き
ま
し
た
。
検
討
会
事
務
局
は
学
事

文
書
課
、
教
育
庁
学
校
運
営
・
施
設
整
備
室
（
三
年
度
は
社

会
教
育
・
文
化
財
課
）
お
よ
び
文
書
館
が
担
い
、
学
事
文
書

課
が
庶
務
を
処
理
し
ま
し
た
。
検
討
会
に
向
け
事
務
局
内
で

協
議
を
積
み
重
ね
る
と
と
も
に
、
庁
内
で
ワ
ー
キ
ン
グ
ル
ー

プ
を
開
催
し
条
例
化
の
周
知
を
図
り
ま
し
た
。

　

検
討
会
は
、
コ
ロ
ナ
禍
の
た
め
主
に
オ
ン
ラ
イ
ン
で
行
い

ま
し
た
が
、
コ
ロ
ナ
禍
が
落
ち
着
き
を
み
せ
始
め
た
五
年
一

月
の
第
六
回
検
討
会
で
は
、委
員
の
方
々
に
文
書
館
施
設（
閲

覧
室
・
本
館
書
庫
・
春
日
山
書
庫
）
の
現
状
を
視
察
し
て
い

た
だ
く
こ
と
も
で
き
ま
し
た
。

山
口
県
公
文
書
等
管
理
条
例
の
施
行
と

山
口
県
公
文
書
等
管
理
条
例
の
施
行
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
口
県
文
書
館

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
口
県
文
書
館
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て
い
た
「
行
政
文
書
」
が
こ
れ
に
該
当
し
ま
す
。「
特
定
歴

史
公
文
書
」
の
保
存
・
利
用
等
は
、
条
例
第
三
章
（
第
十
四

～
三
十
二
条
）
に
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
規
定
さ
れ
た
事
項

は
す
べ
て
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
と
さ
れ
、そ
の
上
で
、

そ
れ
ら
は
「
文
書
館
の
長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と

規
定
さ
れ
ま
し
た
（
三
十
二
条
）。
こ
の
点
が
本
県
条
例
の

特
徴
で
、
文
書
館
は
従
来
ど
お
り
教
育
委
員
会
に
所
属
し
た

ま
ま
、
知
事
か
ら
の
委
任
を
受
け
、
条
例
が
定
め
る
「
特
定

歴
史
公
文
書
」
に
係
る
事
務
を
行
う
仕
組
み
で
す
。
部
局
は

異
に
し
ま
す
が
、
学
事
文
書
課
と
の
連
携
が
今
後
い
っ
そ
う

重
要
に
な
り
ま
す
。

特
定
歴
史
公
文
書
の
管
理
・
利
用
と
文
書
館　
条
例
が
定
め

る
「
特
定
歴
史
公
文
書
」
の
管
理
・
利
用
の
あ
り
方
は
次
の

よ
う
な
も
の
で
す
。

　
（
１
）
レ
コ
ー
ド
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
設
定

　

各
実
施
機
関
（
知
事
、
議
会
、
教
育
委
員
会
、
選
挙
管
理

委
員
会
、
人
事
委
員
会
、
監
査
委
員
、
公
安
委
員
会
、
警
察

本
部
長
、
労
働
委
員
会
、
収
用
委
員
会
、
海
区
漁
業
調
整
委

員
会
、
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
、
公
営
企
業
管
理
者
、
県

設
立
の
地
方
独
立
行
政
法
人
）
は
、
作
成
・
取
得
し
た
公
文

書
に
分
類
、
名
称
、
保
存
期
間
、
保
存
期
間
満
了
日
、
保
存

期
間
満
了
後
の
措
置
を
定
め
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
ま
し

た
。
保
存
期
間
は
「
永
年
」
が
無
く
な
り
、
一
年
・
三
年
・

五
年
・
一
〇
年
・
三
〇
年
で
設
定
し
ま
す
。
そ
の
上
で
保
存

期
間
満
了
後
の
措
置
と
し
て
、
廃
棄
か
「
歴
史
公
文
書
」
と

し
て
知
事
に
移
管
す
る
か
を
定
め
ま
す
。「
歴
史
公
文
書
」

か
否
か
の
判
断
は
、
新
た
に
定
め
ら
れ
た
「
公
文
書
等
管
理

条
例
施
行
規
則
」
第
四
条
お
よ
び
「
山
口
県
公
文
書
管
理
指

針
」
別
表
第
四
な
ど
を
基
準
と
し
ま
す
。

　
（
２
）
知
事
（
＝
文
書
館
）
へ
の
移
管

　

保
存
期
間
満
了
後
の「
歴
史
公
文
書
」は
、知
事（
＝
文
書
館
）

に
移
管
さ
れ
「
特
定
歴
史
公
文
書
」
と
な
り
ま
す
。
一
方
、

実
施
機
関
が
廃
棄
と
判
断
し
た
も
の
、
お
よ
び
移
管
の
措
置

を
変
更
し
廃
棄
の
措
置
を
と
る
場
合
に
は
、廃
棄
以
前
に
、「
あ

ら
か
じ
め
」
そ
れ
が
「
歴
史
公
文
書
」
に
該
当
す
る
か
否
か

に
つ
い
て
「
文
書
館
の
長
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
規
定
さ
れ
ま
し
た
（
第
九
条
）。
そ
の
上
で
、
実
施
機

関
が
な
お
廃
棄
の
措
置
を
取
ろ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
文
書

館
の
意
見
を
付
し
て
知
事
に
報
告
す
る
こ
と
、
知
事
は
当
該

文
書
が
特
定
歴
史
公
文
書
で
あ
る
と
認
め
た
場
合
は
「
廃
棄

し
な
い
よ
う
求
め
る
も
の
と
す
る
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
自

己
判
断
に
よ
る
勝
手
な
廃
棄
は
で
き
な
い
仕
組
み
で
す
。
な

お
、
実
施
機
関
で
の
公
文
書
の
管
理
状
況
に
つ
き
、
知
事
は
、

必
要
と
認
め
る
場
合
に
は
、
報
告
や
資
料
の
提
出
を
求
め
、

実
地
調
査
を
行
う
こ
と
も
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
（
３
）
文
書
館
で
の
保
存

　

文
書
館
に
移
管
さ
れ
た「
特
定
歴
史
公
文
書
」は
原
則「
永

久
に
保
存
」
の
措
置
が
取
ら
れ
ま
す
（
第
十
四
条
）。

　
（
４
）
特
定
歴
史
公
文
書
の
利
用

　

特
定
歴
史
公
文
書
は
、
目
録
の
作
成
、
公
表
が
義
務
づ
け

ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
目
録
に
従
い
、
利
用
請
求
が
あ
っ
た

場
合
、
①
個
人
情
報
、
②
法
人
情
報
、
③
公
に
す
る
こ
と
に

よ
り
、
国
、
地
方
公
共
団
体
等
が
行
う
事
務
や
事
業
の
適
正

な
遂
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
恐
れ
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
利
用

さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
場
合
、

「
時
の
経
過
」
を
考
慮
し
て
判
断
す
る
と
さ
れ
た
点
が
重
要

で
す
。
そ
の
際
の
基
準
は
、「
山
口
県
公
文
書
等
管
理
条
例

に
基
づ
く
利
用
請
求
に
対
す
る
処
分
に
係
る
審
査
基
準
」
に

拠
り
ま
す
。

　
「
特
定
歴
史
公
文
書
」の
利
用
に
あ
た
り
、こ
れ
ま
で
の「
行

政
文
書
」
と
大
き
く
異
な
る
点
は
、
従
来
の
「
閲
覧
票
」
で

は
な
く
、
新
た
に
定
め
ら
れ
た
「
利
用
請
求
書
」
を
提
出
し

て
い
た
だ
き
、
提
出
後
三
〇
日
以
内
に
文
書
館
が
利
用
決
定

（
全
部
利
用
、
一
部
利
用
、
利
用
不
可
）
の
通
知
を
行
う
点

で
す
。
た
だ
し
、
全
部
利
用
で
き
る
場
合
は
口
頭
で
の
通
知

も
可
と
な
っ
て
い
ま
す
。
文
書
館
本
館
書
庫
で
所
蔵
し
、
こ

れ
ま
で
即
日
利
用
に
供
し
て
い
た
文
書
に
つ
い
て
は
、
個
人

情
報
の
保
護
等
の
観
点
か
ら
マ
ス
キ
ン
グ
・
袋
掛
け
等
の
作

業
時
間
を
要
す
る
場
合
を
除
き
、
従
来
通
り
即
日
利
用
で
き

る
よ
う
に
努
め
ま
す
。

　

利
用
は
こ
れ
ま
で
通
り
閲
覧
室
で
行
っ
て
い
た
だ
き
、
ご

自
身
で
の
写
真
撮
影
も
可
能
な
ほ
か
、「
特
定
歴
史
公
文
書
」

の
み
写
し
の
交
付
を
開
始
し
ま
す（
紙
一
枚
一
〇
円〈
カ
ラ
ー

二
〇
円
〉、
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
Ｃ
Ｄ
一
枚
四
〇
円
）。

　

ま
た
、
審
査
請
求
制
度
も
新
た
に
設
け
ら
れ
ま
し
た
。
利

用
決
定
等
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
は
知
事
に
審
査
請
求
で

き
、
そ
れ
を
受
け
知
事
は
山
口
県
公
文
書
管
理
委
員
会
に
諮

問
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

二
つ
の
条
例
と
文
書
館　
文
書
館
が
所
蔵
す
る
藩
政
文
書
、

諸
家
文
書
、
行
政
資
料
、
特
設
文
庫
は
、
従
来
通
り
文
書
館

条
例
、
規
則
、
利
用
規
程
に
よ
る
利
用
で
変
更
あ
り
ま
せ
ん
。

文
書
館
業
務
は
文
書
館
条
例
と
管
理
条
例
と
い
う
二
つ
の
条

例
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
、
館
所
蔵
資
料
は
、
二
つ
の
条
例
で

管
理
・
利
用
さ
れ
ま
す
。
利
用
者
が
混
乱
す
る
こ
と
の
な
い

よ
う
、
職
員
一
同
て
い
ね
い
な
説
明
を
心
が
け
ま
す
。

今
後
の
課
題　
今
後
の
課
題
と
し
て
は
、
①
書
庫
の
確
保
、

②
毎
年
の
文
書
引
継
ぎ
の
具
体
的
あ
り
方
、
③
歴
史
公
文
書

の
評
価
・
選
別
、
④
「
時
の
経
過
」
の
判
断
の
仕
方
、
⑤
実

施
機
関
職
員
へ
の
条
例
の
周
知
徹
底
、
⑥
み
な
し
特
定
歴
史

公
文
書
（
条
例
施
行
以
前
に
文
書
館
が
引
き
継
ぎ
ま
だ
未
公

開
の
も
の
）
へ
の
す
み
や
か
な
対
応
、
な
ど
が
あ
り
、
⑦
電

子
公
文
書
へ
の
対
応
も
大
き
な
課
題
と
い
え
ま
す
。
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令
和
三
年
、
四
年
度
は
オ
ン
ラ
イ
ン
方
式
の
み
で
実
施
し
て
い
た
当
館
の
古
文
書
講
座
（
全

八
回
）
で
す
が
、
令
和
五
年
度
か
ら
は
対
面
方
式
も
復
活
さ
せ
、
会
場
で
行
わ
れ
る
講
座
を

Zoom

で
配
信
す
る
、
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
方
式
で
実
施
し
ま
し
た
。

　

受
講
さ
れ
る
方
に
は
、
申
込
時
に
オ
ン
ラ
イ
ン
か
対
面
、
ど
ち
ら
の
方
式
で
受
講
す
る
か
を

選
び
、
一
年
を
通
じ
て
そ
の
方
式
で
受
講
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
遠
隔
地
に
お
住
ま
い
の
方

な
ど
は
オ
ン
ラ
イ
ン
で
、
会
場
で
講
師
や
知
人
と
直
接
話
し
た
い
方
や
、
パ
ソ
コ
ン
等
の
取
り

扱
い
が
苦
手
な
方
は
対
面
で
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ご
都
合
、
お
好
み
に
合
わ
せ
て
受
講
し
て
い
た

だ
い
て
い
る
よ
う
で
す
。
対
面
方
式
の
み
だ
っ
た
頃
と
比
べ
て
、
多
様
な
方
々
の
受
講
が
増
え

た
の
も
あ
り
が
た
い
こ
と
で
す
。

　

ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
方
式
の
導
入
に
伴
い
、
テ
キ
ス
ト
を
は
じ
め
と
す
る
必
要
書
類
は
、
サ
ー
バ

ス
ト
レ
ー
ジ
や
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
プ
リ
ン
ト
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し

て
配
布
す
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
以
前
は
初
回
講
座
時
に
お
渡
し
し
て
い
た
も

の
を
開
講
前
に
お
渡
し
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
中
～
上
級
の
講
座
に
つ
い
て
は
予
習
を
進
め
て

い
た
だ
き
、
ス
ム
ー
ズ
に
講
座
に
入
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
方
法
に
よ
る
受
け

取
り
が
困
難
な
方
に
は
貸
し
出
し
に
よ
り
配
布
し
ま
し
た
。

　

講
座
自
体
は
滞
り
な
く
運
営
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
が
、
テ
キ
ス
ト
の
配
布
方
法

や
非
常
時
の
対
応
、
受
講
者
間
の
交

流
な
ど
、
ま
だ
改
善
の
余
地
は
あ
り

ま
す
。
オ
ン
ラ
イ
ン
と
対
面
、
ど
ち

ら
の
方
式
で
参
加
さ
れ
る
方
に
も
快

適
に
楽
し
く
受
講
い
た
だ
け
る
よ
う
、

今
後
も
工
夫
を
重
ね
、
多
様
な
ニ
ー

ズ
に
お
応
え
し
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

　

当
館
で
は
、
平
成
四
年
度
よ
り
、
県
内
の
小
・
中
・
高
等
学
校
・
特
別
支
援
学
校
の
先
生
方

向
け
に
、
文
書
館
資
料
を
活
用
す
る
き
っ
か
け
を
提
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、「
授
業
で

使
え
る
文
書
館
活
用
講
座
」
を
開
催
し
て
き
ま
し
た
。

　

令
和
五
年
度
は
、
二
コ
マ
×
三
日
間
と
一
コ
マ
×
一
日
、
全
四
日
間
七
コ
マ
の
講
座
を
設
け
、

各
コ
マ
ご
と
の
受
講
を
可
能
と
し
ま
し
た
。
こ
の
う
ち
、「
文
書
館
資
料
を
使
っ
た
教
材
を
考

え
よ
う
」
は
、
た
っ
ぷ
り
一
日
使
い
、
先
生
自
身
の
問
題
関
心
に
沿
っ
て
文
書
館
資
料
を
調
べ

て
い
た
だ
く
講
座
で
す
。
講
座
の
最
後
に
、
受
講
者
に
よ
る
簡
単
な
報
告
会
を
行
な
い
、
成
果

を
共
有
し
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
は
教
科
教
育
に
関
連
す
る
補
助
教
材
的
な
使
用
方
法
を
模
索
さ
れ
る
方
が
多
く
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が
、
近
年
は
総
合
学
習
の
時
間
に
使
用
す
る
教
材
・
資
料
を
探
さ
れ
る
方

も
増
え
て
き
ま
し
た
。

　

当
館
は
、
県
内
各
地
域
の
絵
図
・
地
図
や
古
写

真
、
ま
た
様
々
な
時
代
に
作
成
さ
れ
た
郷
土
読
本

や
観
光
案
内
、
広
告
な
ど
、
地
域
を
知
る
う
え
で

役
に
立
つ
資
料
を
多
く
所
蔵
し
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
こ
れ
ら
の
資
料
の
中
に
は
、
当
館
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
上
で
は
ご
覧
に
な
れ
な
い
も
の
も
あ
り
ま

す
。
こ
の
講
座
は
、
そ
の
よ
う
な
資
料
を
じ
っ
く

り
探
し
て
い
た
だ
く
た
め
の
時
間
を
提
供
す
る
も

の
で
も
あ
り
ま
す
。

　

文
書
館
資
料
の
検
索
や
読
解
に
あ
た
っ
て
は
、

文
書
館
員
が
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。
地
域
学
習
を
よ

り
よ
く
、
よ
り
楽
し
く
す
る
た
め
に
、
当
講
座
を

ご
利
用
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

令和 6 年度古文書講座チラシ

活用講座での報告会の様子

古
文
書
講
座
の
受
講
方
法
が

古
文
書
講
座
の
受
講
方
法
が

選
べ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た

選
べ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た

文
書
館
活
用
講
座
を

文
書
館
活
用
講
座
を

地
域
学
習
の
ヒ
ン
ト
に
！

地
域
学
習
の
ヒ
ン
ト
に
！
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今
年
度
、
六
家
八
六
三
点
の
諸
家
文
書
の
閲
覧
を
開
始
し

ま
し
た
。
そ
の
中
か
ら
二
つ
の
文
書
群
を
紹
介
し
ま
す
。

■
弘
津
史
文
収
集
史
料

　

弘
津
史
文
（
明
治
二
十
年
～
昭
和
二
十
年
〈
一
八
八
七
～

一
九
四
五
〉）
は
防
長
考
古
学
の
草
分
け
的
存
在
で
す
。

　

明
治
三
十
年
代
か
ら
考
古
学
関
係
の
遺
物
収
集
に
情
熱
を

傾
け
、
明
治
四
十
年
、
二
十
歳
の
時
に
、
自
ら
の
財
力
で
平

生
町
の
本
邸
の
隣
接
地
に
「
考
古
学
研
究
資
料
陳
列
所
弘
津

金
石
館
」
を
設
立
し
ま
し
た
。
同
館
は
鉱
石
や
考
古
学
関
係

の
出
土
品
が
多
数
を
占
め
、
か
つ
各
地
の
土
俗
品
・
拓
本
・

陶
磁
器
・
漆
器
・

金
石
品
な
ど
の
美

術
品
も
あ
り
、
小

博
物
館
の
観
を

呈
し
ま
し
た
。
収

集
品
は
大
正
十
年

（
一
九
二
一
）
に

は
一
万
点
に
達
し

て
い
た
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
ま

た
、
研
究
組
織
と

し
て
「
周
芳
考
古

学
会
」
を
設
立
し

　

資
料
に
は
、
堀
来
蔵
宛
書
簡
の
ほ
か
、
彼
の
社
会
活
動
を

顕
著
に
示
す
も
の
が
多
く
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊

　

な
お
、
今
年
度
、
こ
れ
ま
で
当
館
に
寄
託
さ
れ
て
き
た
右

田
毛
利
家
文
書
、
村
上
家
文
書
、
阿
川
毛
利
家
文
書
、
計

一
六
八
二
点
が
、
所
蔵
者
の
御
意
向
に
よ
り
、
御
寄
贈
い
た

だ
け
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

ま
し
た
。
大
正
十
二
年
に
は
県
立
山
口
教
育
博
物
館
資
料
蒐

集
委
員
を
、
大
正
十
五
年
に
は
旧
制
山
口
高
等
学
校
歴
史
教

室
の
嘱
託
を
務
め
て
い
ま
す
。

　

寄
託
さ
れ
た
資
料
に
は
、「
金
石
館
」
関
係
資
料
の
ほ
か
、

彼
が
収
集
し
た
研
究
史
料
、
研
究
者
か
ら
の
書
簡
類
が
含
ま

れ
、
弘
津
史
文
の
考
古
学
者
と
し
て
の
足
跡
を
跡
付
け
る
も

の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

■
堀
家
文
書

　

堀
家
文
書
は
、
堀
来
蔵
（
嘉
永
元
年
～
明
治
二
十
七
年

〈
一
八
四
八
～
九
四
〉）
に
関
す
る
資
料
群
で
す
。
萩
藩
士
北

村
家
（
遠
近
方
触
流
・
吉
敷
郡
御
堀
村
住
）
の
出
身
で
、
安

政
五
年
（
一
八
五
八
）
か
ら
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
の
間
、

山
口
講
習
堂
や
山
口
明
倫
館
で
学
び
ま
し
た
。

　

文
久
三
年
六
月
、
来
嶋
又
兵
衛
率
い
る
狙
撃
隊
と
と
も
に

上
京
、
禁
裏
の
守
衛
に
つ
き
ま
し
た
が
、
八
月
十
八
日
の

政
変
に
よ
り
七
卿
と
と
も
に
帰
国
し
ま
し
た
。
元
治
元
年

（
一
八
六
四
）
六
月
に
は
、
来
嶋
又
兵
衛
率
い
る
遊
撃
隊
の

一
員
と
し
て
再
度
上
京
し
、
禁
門
の
変
で
は
最
前
線
で
戦
っ

て
負
傷
し
ま
し
た
。
一
説
に
は
、
戦
死
し
た
又
兵
衛
の
首

を
故
郷
へ
持
ち
帰
っ
た
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
（『
大
内
村

誌
』）。
元
治
内
戦
期
に
は
鴻
城
軍
と
し
て
戦
闘
に
参
加
、
慶

応
元
年
（
一
八
六
五
）
二
月
に
は
鴻
城
軍
第
一
隊
長
を
命
じ

ら
れ
、
鴻
城
軍
参
謀
と
し
て
芸
州
口
や
乙
丑
丸
乗
込
士
官
と

し
て
小
倉
口
で
戦
っ
て
い
ま
す
。

　

明
治
三
年
、
自
ら
志
願
し
て
堀
来
蔵
と
改
名
、
吉
敷
郡
大

内
村
で
帰
農
し
、
以
後
農
商
実
業
に
従
事
し
ま
し
た
。
主
な

足
跡
と
し
て
は
、
大
内
村
会
議
員
を
務
め
た
ほ
か
、
御
堀
村

奥
長
谷
の
官
有
山
野
の
山
野
開
墾
組
合
を
創
設
し
た
り
、
旧

諸
隊
士
救
済
の
た
め
自
ら
委
員
長
と
な
っ
て
六
合
会
を
組
織

し
た
り
し
て
い
ま
す
。

弘津史文宛書簡（一）～（三）〈№ 263～265〉
弘津史文へ宛てた各地の研究者の書簡です。研究者相互の

交流がわかります（大正～昭和戦前期）。

№ 文書名 点数 主な文書の年代 文書の特徴
（関連地域、個人・家の歴史、就任役職等）

1 樹下明紀収集史料 48 享保17年（1732）～幕末 コレクション

2 弘津史文収集史料 510 貞治5年（1366）～平成14年 考古学者

3 堀家文書 220 享保3年（1718）～昭和3年（1928） 諸隊士／村議会議員

4 若山家文書 28 弘化３年（1846）～昭和13年（1938） 醸造業、酒造

5 鹿嶋家文書（追加） 54 幕末～大正期 萩町人／商家

6 溝部家文書（追加） 3 大正期 軍人／教員

■令和5年度の新収諸家文書

5



　

令
和
五
年
五
月
、
私
た
ち
の
暮
ら
し
に
制
限
を
か
け
て
き
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
５
類

へ
移
行
し
ま
し
た
。
こ
れ
を
う
け
て
地
方
調
査
員
会
議
を
久
し
ぶ
り
に
対
面
で
行
い
ま
し
た
。

こ
の
三
年
、
感
染
拡
大
抑
止
の
観
点
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
を
軸
に
会
議
を
行
っ
て
き
ま
し
た
が
、

同
じ
空
間
で
時
間
を
共
有
す
る
こ
と
は
、
大
事
な
こ
と
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。

現
在
、
県
下
八
地
区
で
調
査
員
が
活
動
し
て
い
ま
す
が
、
こ
の
う
ち
三
つ
の
地
区
に
新
た
な
調

査
員
を
迎
え
ま
し
た
。
新
た
な
顔
ぶ
れ
で
、
文
書
・
記
録
等
に
関
す
る
情
報
収
集
・
保
存
等
、

積
極
的
に
活
動
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

今
年
度
第
一
回
会
議
で
は
、
河
本
福
美
専
門
研
究
員
が
「
山
口
県
文
書
館
地
方
調
査
員
制
度

に
つ
い
て
」
と
題
し
て
、
報
告
を
行
い
ま
し
た
。
制
度
の
発
足
か
ら
五
〇
年
を
経
た
今
、
当
該

制
度
の
概
要
、
法
的
根
拠
を
改
め
て
確
認
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
実
績
を
振
り
返
り
ま
し
た
。

制
度
の
最
初
の
成
果
で
あ
る
『
山
口
県
内
所

在
史
料
目
録　

第
一
集
』
に
「
館
の
調
査
収

集
活
動
の
前
提
と
し
て
史
料
の
所
在
状
況

が
察
知
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
な
に

ぶ
ん
に
も
か
ぎ
ら
れ
た
館
員
の
努
力
で
は
不

十
分
な
点
が
多
く
、
地
方
文
書
の
湮
滅
を
そ

の
直
後
に
知
る
と
い
っ
た
ケ
ー
ス
も
少
く
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。」
と
い
う
一
文
が
あ
り
、

そ
れ
を
補
う
べ
く
調
査
員
制
度
が
設
け
ら
れ

た
こ
と
を
再
確
認
す
る
場
と
な
り
ま
し
た
。

　

第
２
回
会
議
で
は
研
修
と
し
て
山
本
明
史

専
門
研
究
員
が
「
教
科
書
文
庫
に
見
る
『
国

定
教
科
書
』
に
つ
い
て
」
と
題
し
て
報
告
し

ま
し
た
。

　

第
18
回
中
国
四
国
地
区
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
ウ
ィ
ー
ク
で
の
当
館
の
テ
ー
マ
は
、「
は
じ
ま
る
・

は
じ
め
る
～
記
録
、
生
活
、
制
度
、
組
織
」。
近
年
は
デ
ジ
タ
ル
化
の
進
展
や
コ
ロ
ナ
禍
へ
の

対
応
等
々
、
社
会
の
大
き
な
変
化
に
あ
わ
せ
て
、
新
た
に
は
じ
め
た
り
、
は
じ
ま
っ
た
り
す
る

動
き
が
加
速
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
時
代
状
況
を
ふ
ま
え
、
令
和
五
年
度
は
「
は
じ
め
る
・

は
じ
ま
る
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、
当
館
の
関
連
資
料
を
通
じ
て
防
長
の
歴
史
の
一
コ
マ
を
紹
介

し
ま
し
た
。

　

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
展
示
は
、
四
年
ぶ
り
に
閲
覧
室
を
展
示
会
場
に
模
様
替
え
し
、
館
蔵
資
料
を

紹
介
す
る
展
示
を
実
施
し
ま
し
た
。
ま
た
、
展
示
資
料
の
紹
介
は
「
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
展
示
オ
ン

ラ
イ
ン
紹
介
」
と
し
て
、Y

ouT
ube

チ
ャ
ン
ネ
ル
の
動
画
配
信
で
行
い
ま
し
た
。

　

歴
史
探
究
講
座
は
、
河
本
福
美
専
門
研
究
員
が
「
毛
利
三
代
実
録
の
編
さ
ん
に
つ
い
て
～
事

業
開
始
か
ら
200
年
～
」と
題
し
て
講
演
し
ま
し
た
。
こ
れ
も
ア
ー
カ
イ
ブ
ウ
ィ
ー
ク
の
期
間
中
、

Y
ouT

ube

チ
ャ
ン
ネ
ル
で
動
画
配
信
し
ま
し
た
。

　

当
館
の
紹
介
や
資
料
の
取
り
扱
い
方
法
な
ど
を
ガ
イ
ド
す
る「
文
書
館
を
使
っ
て
み
よ
う
！
」

は
、
山
口
県
立
山
口
図
書
館
第
一
研
修
室
で
六
月
三
日
と
四
日
の
二
回
、
実
施
し
ま
し
た
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
感
染
症
法
上
の
位
置
付
け

が
５
類
感
染
症
に
移
行
し
て
初

め
て
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
ウ
ィ
ー

ク
で
し
た
が
、
旧
来
の
よ
う
な

対
面
式
イ
ベ
ン
ト
の
良
さ
を
再

認
識
す
る
と
共
に
、
オ
ン
ラ
イ

ン
に
よ
る
配
信
も
残
し
、
幅
広

い
方
々
が
視
聴
（
参
加
）
で
き

る
企
画
と
な
り
ま
し
た
。

地
方
調
査
員
会
議
を

地
方
調
査
員
会
議
を

開
催
し
ま
し
た

開
催
し
ま
し
た

は
じ
め
る
・
は
じ
ま
る

は
じ
め
る
・
は
じ
ま
る

～
記
録
、生
活
、制
度
、組
織
～

～
記
録
、生
活
、制
度
、組
織
～

第第
1818
回
中
国
四
国
地
区
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
ウ
ィ
ー
ク（
令
和
５
年
６
月
１
～
７
日
）

回
中
国
四
国
地
区
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
ウ
ィ
ー
ク（
令
和
５
年
６
月
１
～
７
日
）

令和 5 年度第 1 回地方調査員会議
於 県立山口図書館第１研修室
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江
戸
時
代
、
馬
は
牛
と
並
ん
で
農
耕
や
物
資
輸
送
等
、
人
々
の
暮
ら
し
に
欠
か
せ
な
い
動
物

で
し
た
。
ま
た
馬
は
戦
闘
に
必
要
で
あ
り
、
各
藩
で
は
軍
役
と
し
て
一
定
の
禄
高
よ
り
上
の
家

臣
に
そ
の
所
持
を
義
務
づ
け
て
い
ま
し
た
。
馬
に
は
寿
命
が
あ
り
、
そ
れ
が
尽
き
れ
ば
新
た
に

馬
を
求
め
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
藩
内
で
生
産
（
繁
殖
）
し
た
馬
か
、
他
領
の
馬
を
購
入
す

る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。

　

萩
藩
領
内
で
馬
の
生
産
を
一
定
の
規
模
で
行
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一
九
世
紀
に
入
っ
て

か
ら
の
こ
と
で
し
た
。
文
化
年
間
（
一
八
〇
四
～
一
八
）
に
、
藩
が
主
導
し
て
美
祢
郡
赤
村

（
現
美
祢
市
）
で
牧
場
二
か
所
を
設
置
し
、馬
の
繁
殖
を
行
っ
て
い
き
ま
し
た
（『
美
東
町
史
』）。

藩
が
種
馬
を
地
下
（
村
）
に
預
け
、
そ
こ
で

繁
殖
を
試
み
る
。
生
ま
れ
て
き
た
駒（
牡
馬
）

に
つ
い
て
、
一
定
の
基
準
を
満
た
せ
ば
、
藩

が
買
い
上
げ
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
で
し
た
。

藩
の
眼
目
は
、
あ
く
ま
で
乗
馬
（
軍
馬
）
の

生
産
に
あ
り
ま
し
た
の
で
、
藩
が
不
要
と
し

た
牡
馬
は
売
買
さ
れ
、
牝
馬
は
そ
の
母
馬
の

所
有
者
に
与
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

写
真
は
、
明
和
年
間（
一
七
六
四
～
七
二
）

に
先
大
津
宰
判
が
藩
に
提
出
し
た
、
正
徳
年

間
（
一
七
一
一
～
一
六
）
に
向
津
具
村
（
現

長
門
市
）
で
行
わ
れ
た
馬
産
に
関
す
る
報
告

で
す
。「
蛍
火
」
と
い
う
名
の
種
馬
が
預
け

ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に

萩
藩
で
は
、
赤
村
の
牧
場
設
置
の
ず
い
ぶ
ん

前
か
ら
馬
産
に
取
り
組
ん
で
い
た
の
で
す
。

　

当
館
は
、
数
多
く
の
写
真
資
料
を
所
蔵
し
て
い
ま
す
。
絵
葉
書
、
台
紙
に
貼
ら
れ
た
記
念
写

真
、
名
所
旧
跡
の
案
内
誌
に
印
刷
さ
れ
た
写
真
や
広
告
、
そ
の
姿
は
さ
ま
ざ
ま
で
す
。

　

写
真
資
料
の
最
大
の
魅
力
、そ
れ
は
視
覚
的
な「
わ
か
り
や
す
さ
」で
す
。た
だ
し
、「
い
つ
」「
ど

こ
」「
誰
」
の
特
定
が
難
し
い
資
料
で
も
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
謎
に
つ
い
て
思
い

を
巡
ら
せ
る
時
間
は
、
時
空
を
超
え
て
浮
遊
す
る
こ
と
の
で
き
る
心
地
よ
い
ひ
と
と
き
に
も
な

り
ま
す
。
台
紙
の
情
報
な
ど
か
ら
、
誰
が
撮
影
し
た

の
か
、
写
真
師
を
探
る
の
も
楽
し
み
の
一
つ
で
す
。

写
真
術
を
誰
に
学
ん
だ
の
か
や
、
経
営
し
て
い
た

写
真
館
の
こ
と
も
気
に
な
り
ま
す
。

　

右
下
は
、
明
治
末
期
『
行
幸
紀
念
写
真
帖
』
を
制

作
し
た
山
口
町
の
写
真
師
山
本
忠
橘
の
営
業
広
告

で
す
（『
防
長
案
内
』
明
城
文
庫
二
六
二
）。
息
子

の
紫
峯
は
大
正
五
年
（
一
九
一
六
）
か
ら
防
長
新

聞
社
の
専
属
カ
メ
ラ
マ
ン
と
し
て
活
躍
、
山
口
八

坂
神
社
境
内
に
防
長
写
真
館
（
県
指
定
文
化
財
「
旧

河
村
写
真
館
」）
を
開
設
し
ま
し
た
。
左
下
は
、
山

口
石
観
音
町
の
山
口
電
灯
会
社
事
務
所
を
紹
介
し

た
絵
葉
書
で
す
（
雨
村
家
文
書
三
一
五
）。
右
端
に

は
「
電
氣
湯
」
の
看
板
や
暖
簾
が
写
さ
れ
て
い
ま
す
。

火
力
発
電
の
廃
湯
を
利
用
し
て
営
ま
れ
た
銭
湯
で

あ
り
、
明
治
三
十
五
年
（
一
九
〇
二
）
八
月
二
十
六

日
付
の
防
長
新
聞
記
事
「
山
口
電
灯
所
の
浴
場
開

業
式
」
に
よ
れ
ば
、
開
業
後
三
日
間
は
お
披
露
目

で
無
料
開
放
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

令
和
五
年
度
資
料
小
展
示
か
ら

令
和
五
年
度
資
料
小
展
示
か
ら

　
　
　
　

　
　
　
　
萩
藩
の
馬
事
情

萩
藩
の
馬
事
情

令
和
五
年
度
資
料
小
展
示
か
ら

令
和
五
年
度
資
料
小
展
示
か
ら

　
　
　
　

　
　
　
　
写
真
資
料
を
探
る

写
真
資
料
を
探
る

覚（向津具村にて種馬御預かりの先例につき届書）
〈冒頭部分〉　毛利家文庫遠用物 近世後期 1697（181 の 95）
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　子供たちは時代の動きに敏感です。子供向けに
作成された玩具には、いち早く時代が反映される
ことから、時代を映す鏡となります。
　写真上のすごろくは、大正 14 年（1925）に朝
日新聞社の飛行機「初風（はつかぜ）」、「東風（こ
ちかぜ）」によって行われた冒険飛行をゲーム化
したものです。２機は東京を出発し、朝鮮、満州
を縦断。飛行機による初のシベリア横断を成功さ
せモスクワに到着。その後、ベルリン、パリ、ロ
ンドン、ブリュッセルの各都市を経て、目的地
ローマに到着しました。総飛行距離１万 7403 キ
ロ、期間は 95 日間におよびました。すごろくに
は 2 機の雄姿と経由した各国の都市の文物が描か
れています。
　当時、世界中で様々な冒険飛行が行われてお
り、この訪欧大飛行の２年後にはリンドバーグが
大西洋単独無着陸飛行に成功しています。子供た
ちは、このすごろくで遊びながら、冒険飛行に胸
を踊らせつつ、見たことのない世界の国々に想い
を巡らせたことでしょう。
　写真中は、おなじみの縦横斜めに○×を先に３
つ揃えた方が勝ちとなるゲームです。「三はた・
三ならべ・勝利」と題が付けられ、下部に、「す
じのとおりせんかちにならべたら大勝利（筋の通
り先勝ちに並べたら大勝利）とあり、○と×の代
わりに旗を置くようになっています。
　明治時代初期の軍人を思わせる絵が用いられ、

「旗を置く」からは、戦いの場での制圧・占領を
連想させます。
　写真下は、明治 40 年（1907）に東京博報堂から発売された「卓上野球」という野球盤です。守
備側と攻撃側が手持ちのカードを出し合いながら遊んだようです。このレトロな野球盤から、明治
時代後期における、野球という新しいスポーツの人気の高まりを垣間見ることができます。

資料紹介

■「玩具」に見る近代の日本

訪欧大飛行記念飛行双六 ( 大阪朝日新聞付録 ) 
（内藤家文書 588）

旗ならべ （堀江静子家文書 314「ゲーム盤」）

卓上野球盤（堀江静子家文書 313）
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